
住所地特例適用被保険者のサービス利用等の見直しについて 

 

 

地域密着型サービスの利用については，要介護（要支援）被保険者は，原則として保険者市町

村が指定した事業所のみを利用することができることとなっていましたが，平成２７年４月１日

以降，住所地特例適用被保険者は，居住する施設の所在市町村が指定した地域密着型サービスを

利用できることとなります。 

 また，住所地特例適用居宅要支援被保険者に対する介護予防支援については，居住する施設の

所在市町村が指定した介護予防支援事業者（地域包括支援センター）が行うことになります。 

 

 

１ 住所地特例適用被保険者が利用できる地域密着型サービス 

住所地特例適用被保険者が，居住する施設の所在市町村が指定した以下の地域密着型サービ

スを利用できることとなります。 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

②夜間対応型訪問介護 

③（介護予防）認知症対応型通所介護 

④（介護予防）小規模多機能型居宅介護（短期利用を含む） 

⑤看護小規模多機能型居宅介護（短期利用を含む） 

  ⑥地域密着型通所介護（平成 28 年 4 月 1 日～） 

 

２ 地域包括支援センターが介護予防支援を行う場合 

（１）Ａ市を保険者とする住所地特例適用居宅要支援被保険者が岡山市の施設に居住する場合 

岡山市の各地域包括支援センターが介護予防支援を行うこととなります。 

 

（２）岡山市を保険者とする住所地特例適用居宅要支援被保険者がＡ市の施設に居住する場合 

Ａ市の地域包括支援センターが介護予防支援を行うこととなります。 
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〇「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版（2019年3月）」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
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「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」パンフレット版



-98-



-99-



-100-



-101-



-102-



-103-



-104-



-105-



-106-



-107-



-108-



-109-



-110-



-111-



-112-



-113-



-114-



-115-



-116-



-117-



-118-



-119-



-120-



-121-



-122-



-123-



-124-



-125-



-126-



-127-



-128-



-129-

７　身体拘束の廃止に向けて

身体拘束ゼロの手引き（平成13年3月）
厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」より一部抜粋
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